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１．位置図

栃木県

群馬県

茨城県

長野県
群馬県

埼 県

国道16号
保土 谷バイパス（Ⅱ期） ④

山梨県

埼玉県

東京都

保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） ④

神奈川県

東京都

千葉県千葉県
①事業採択後、３年以上経過した時点で未着工
②事業採択後、５年以上を経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で、３年間が経過している事業

：再評価

③準備 計画段階で、３年間が経過している事業

④再評価実施後、３年間が経過している事業
⑤社会経済情勢の変化等により再評価の実施の必要が生じた事業

：事後評価
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（1）目的

２．事業の目的と計画の概要
（1）目的

・交通混雑の緩和
・物流効率化の支援
・生活環境の改善

標準横断図

（単位：ｍ）

21.021.0

（2）計画の概要

区 間 ：
とうきょうと まちだし つるま

自）東京都町田市鶴間
とうきょうと まちだし つるま

至）東京都町田市鶴間

計 画 延 長 ： 2.1km

幅 員 ： 21.0m 
道 路 規 格 ： 第1種第3級
設 計 速 度 ： 80km/h
車 線 数 ： 4車線
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う
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と
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東
京
東
京
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京
東
京

車 線 数 ： 4車線
事 業 化 ： 平成14年度

事 業 費 ： 約567億円

計画交通量 ： 44,600台/日
平面図 国道１６号国道１６号 保土ヶ谷バイパス（保土ヶ谷バイパス（ⅡⅡ期）期）

L=2.1kmL=2.1km
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位置図 再評価対象区間再評価対象区間 凡例：計画交通量

（百台/日）

凡　例

446（百台/日）

高速道路
国道
主要地方道
一般都県道
市道
事業中
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２．事業の目的と計画の概要
■国道１６号現道の交通特性■国道１６号現道の交通特性

・国道16号当該事業区間の交通特性は、周辺地域内に起終点のある内々交通が8%。

・周辺地域内に起終点のどちらかがある内外交通が51%、周辺地域を通過する外々交通が41%となっている。

■国道16号現道の主な交通特性
内
々
交
通
が

内々交通

が

％

内
外

8

国道16号
OD内訳

交通量
（百台/日）

比率

周辺地域（内々） 61 8%

周辺地域とその他地域（内外） 422 51%

(8%)

内々交通

61
外
交
通
が

％
51

周辺地域⇔ 東京都 90 11%

周辺地域⇔ その他 332 41%

通過交通（外々） 337 41%

合計

(41%)

外々交通

337

％

外
々
交
通

※周辺地域(内々)とは、町田市、相模原市南区、横浜市緑区、旭区、瀬谷区、大和市
※Ｈ17道路交通センサスの現況ＯＤ調査結果を基に算出
※合計値は表示桁数の関係で一致しないことがある。

合計 820 100%

(51％)

内外交通

422

が

％
41

凡 例

内々交通

内外交通

(単位：百台/日)

(51％) 内外交通

外々交通
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３．事業進捗の状況
至 八王子（１）事業の経緯 至 八王子

○平成１３年１１月：都市計画変更（立体構造）

○平成１４年度 ：事業着手、用地着手

○平成 年度 事着手

（１）事業の経緯

○平成１５年度 ：工事着手

と東
と東

国道１６号 保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） L=2.1km

再評価対象区間

高架部

横浜町田ＩＣ
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高架部
計画平面図

44,600台/日

―
凡 例

一般部
計画平面図

横浜町田ＩＣ

44,600台/日

―
計画交通量

H22センサス交通量
(平日24時間)

縦断図

24,200台/日

46,666台/日

29,100台/日

52,373台/日
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３．事業進捗の状況
（２）周辺の状況（２）周辺の状況

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）は、東名高速や国道246号と交差し、東名高速（横浜町田IC）と接続している。

・周辺は住居地域に指定されているとともに、大型の商業施設が立地し物流施設が点在している。 また、沿道に
は大型店舗が立地している。
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住居地域

S

②

①

④
②

③国道246号との交差状況（東名入口交差点） ④東名高速（横浜町田IC）との接続状況①物流施設の立地状況 ②大型商業施設の立地状況 ③国道246号との交差状況（東名入口交差点） ④東名高速（横浜町田IC）との接続状況①物流施設の立地状況 ②大型商業施設の立地状況

至 八王子

至 横浜

至 横浜
至 横浜

東名高速
（横浜町田IC）

東名入口交差点

至 八王子 至 八王子 至 八王子至 横浜

至 横浜

国道246号

撮影：H25.9 撮影：H25.9 撮影：H25.9 撮影：H25.9 5



４．事業の必要性に関する視点
（１）国道１６号の渋滞状況（１）国道１６号の渋滞状況
・当該区間の損失時間は約７０７．４千人時間/年・ｋｍであり、全国平均（約２６．３千人時間/年・ｋｍ）の約２７倍となっ
ている。

・南町田北交差点及び東名入口交差点は、「首都圏渋滞ボトルネック対策協議会」により、主要渋滞箇所に特定されて

国道１６号の渋滞発生状況

いる。

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の整備により国道16号の渋滞の緩和が見込まれる。

撮影：H25.9

損失時間：約707.4千人時間/年･km
（全国平均：約26.3千人時間/年･km）

再評価対象区間再評価対象区間

至 横浜

246

2766.22766.2
千人時間千人時間//年・年・kmkm

至 八王子

①南町田北交差点付近の渋滞状況

撮影：H25.9

横浜町田ＩＣ

① ②
至
八

至

横

至 横浜

東名入口交差点

16
南
町
田
北

東
名
入
口

卸
セ
ン
タ

入

① ②八
王
子

横
浜

【主要渋滞箇所】
南町田北 【主要渋滞箇所】

東名入口
【主要渋滞箇所】
卸センター入口

資料：H21プローブデータ
②東名入口交差点の渋滞状況

0～ 50千人時間/年・km
50～100千人時間/年・km
100～200千人時間/年・km

損失時間

200～ 千人時間/年・km

北 口 タ
ー

口

至 八王子
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４．事業の必要性に関する視点
（２）国道１６号の事故発生状況（２）国道１６号の事故発生状況

・国道16号の当該区間の平均死傷事故率は、 57.8件/億台・km（全国平均：102.0件/億台・km）となっている。

・特に、東名入口交差点の死傷事故率は、 208.7件/億台・kmであり、全国平均の約２倍となっている。

・死傷事故の内訳は、追突事故が約7割であり、東名入口交差点付近を中心に発生している。

国道16号の死傷事故類型国道１６号の死傷事故発生状況

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の整備により、国道16号の渋滞緩和による交通事故の削減が見込まれる。

車両相互：追突 車両相互：右折 車両相互：その他 その他

208 7208 7
11１０件１０件

2424件件
（（16.116.1％％））

33件件
（（2.02.0％％））

11２件２件

死傷事故率：約57.8件/億台･km
（全国平均：約102.0件/億台･km）

再評価対象区間再評価対象区間

208.7208.7
件件//億台・億台・kmkm

246

11１０件１０件
（（77３３..８％）８％）

件件
（８（８..１％）１％）

車両相互の追突が
約7割

資料：交通事故データ（H19-H22）

横浜町田ＩＣ
至
八
王

至

横
浜

①

撮影：H25.9 至 八王子

16
16

南
町
田
北

東
名
入
口

卸
セ
ン
タ
ー

入
口

子
至 大和市

0～ 50件/億台・km
50～100件/億台・km
100～200件/億台・km

死傷事故率

200～ 件/億台・km

資料：交通事故データ（H19-H22）

①東名入口交差点の交通状況
（交差点での追突事故の危険性）

至 横浜
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４．事業の必要性に関する視点
（３）生活環境の改善（生活道路の機能回復）（３）生活環境の改善（生活道路の機能回復）

・町田市の生活道路には、国道16号の渋滞を回避するための迂回交通が流入し、抜け道となっていると考えられる。

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の整備により、国道16号の渋滞が緩和されることで、生活道路への迂回交通が減少するだ
けでなく、生活道路の安全性の向上が見込まれる。

・町田市の人対車両の事故件数（自動車保有台数あたり）は、多摩地域の30市町村中16位である。

生活道路の交通状況（迂回交通の流入）＜国道15号の事例＞

・国道15号南蒲田交差点の立体化により国道の渋滞が緩和。
撮影：H25.9

至 鶴間地区内
至 品川

三軒通り
（抜け道）

・抜け道となっていた区道の交通が国道へ転換。

300
国道15号の交通量の変化

約17％増加

(百台/12h)

位置図

①鶴間地区の市道の交通状況

至

高 南蒲田交差点

204 238

0

100

200

①鶴間 区 市道 交通状況
（AM8時頃）

2.0 

2.5 

(件/千台)

町田市1 1件/千台

至 国道16号

至

羽
田
空

高
井
戸

南蒲田交差点

交通が転換交通が転換

0
開通前 開通2ヶ月後

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

町田市1.1件/千台
港

交通 転換交通 転換

60

80

100
三軒通りの交通量の変化

約10％減少

(百台/12h)

自動車保有台数千台あたりの人対車両の死傷事故件数

資料：「多摩地域データブック 2012年版 」
（財）東京市町村自治調査会

至 川崎

72 65

0

20

40

60

開通前 開通2ヶ月後 8



４．事業の必要性に関する視点
至 八王子（４）残事業の概要 至 八王子（４）残事業の概要

・当該区間の用地取得率は100％（平成24年度取得完了）。

・現在、橋梁上部・下部工事、改良工事、及び南町田駅前の地下歩道工事を推進中。

再評価対象区間
至 横浜
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京
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き

東
京

国道１６号 保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期） L=2.1km
至 横浜

横浜町田ＩＣ

東名入口交差点

至 渋谷

き
ょ
う
と

ま
ち
だ
し
つ
る
ま

京
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田
市
鶴
間
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う
と
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つ
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京
都
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田
市
鶴
間

P14 東名入口交差点

至 厚木

国道１６号地下歩道

P14

写真1
写真2

前回
評価時

工事 用地進捗率
９７％評価時

H22

今回
評価時

用地

工事 用地進捗率
１００％

９７％
（全体）

H25 用地 （全体）

完成済
工事中・
用地取得中 未着手
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４．事業の必要性に関する視点
■前回評価時（H22）

P14

■前回評価時（H22）

〈写真１〉 〈写真2〉

■今回評価時（H25）

P14

〈写真１〉 〈写真2〉

P9P8
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① コスト縮減の取り組み （ ０ ２億円減額）

５ ．費用対効果（事業費変更）
① コスト縮減の取り組み （ ０．２億円減額）

② 事業実施段階における道路交通騒音対策の追加 （２６．９億円増額）

③ 電線共同溝の設置 （１５．１億円増額）

④ 公安委員会協議による施工時間、施工方法の見直し （ ８．２億円増額）④ 公安委員会協議による施工時間、施工方法の見直し （ ８．２億円増額）

合計 約５０．０億円増額

事業費増加の要因項目 事業変更の要因 減額 減額内容

① コスト縮減の取り組み ■土留め工法の変更 （0.2億円減額） 0.2億円
・軽量盛土工法（FCB）の
採用

合計 0.2億円

項目 事業変更の要因 増額 増額内容

事業実施段階における
道路交通騒音対策の

■遮音壁による騒音対策工の追加
（高架部：7.7億円増額）

26 9億円

・遮音壁の設置
・裏面吸音板の設置

② 追加 （一般部：1.8億円増額）

■裏面吸音板による騒音対策工の追加
（17.4億円増額）

26.9億円
裏

③ 電線共同溝の設置 ■電線共同溝設置の追加 （15 1億円増額） 15 1億円 電線共同溝の設置③ 電線共同溝の設置 ■電線共同溝設置の追加 （15.1億円増額） 15.1億円 ・電線共同溝の設置

④

公安委員会協議による
施工時間、施工方法の
見直し

■夜間施工への変更に伴う増工と路面
覆工の増工 （3.8億円増額）

■鋼管杭工法変更による増工
8.2億円

・油圧式全回転式中掘工
法採用（SPACE２１工法）
・夜間施工への変更見直し ■鋼管杭工法変更による増工

（4.4億円増額）
夜間施工 の変更

・路面覆工面積の増加

合計 50.2億円
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①コスト縮減の取り組み

５ ．費用対効果（事業費変更）
①

■上り線側オフランプにおいて、民地側との境界に設置する擁壁構造については、現場打ちＬ型擁壁を予定していた。

■現場打ちＬ型擁壁は杭基礎が必要となるため、大型建設機械の施工に伴う隣接市道の規制が生じることとなる。

■関係機関調整の結果、杭基礎を必要としない「軽量盛土工法（ＦＣＢ）」を採用する事とした。

■当該 法は 杭基礎施 に必要な大型建設機械を使用しないため スト縮減が図られる他 期短縮も可能とな■当該工法は、杭基礎施工に必要な大型建設機械を使用しないためコスト縮減が図られる他、工期短縮も可能とな

る。

【０.２億円減額】

土留め工法の変更 －０．２億円

【当初】 現場打ちL型擁壁 【変更】 FCB工法

概

計画平面図

擁壁・土工区間

概
念
図

概
当該工事における標準的な工法、基礎杭の
施工が必要。

セメント、水および気泡を混合した気泡混
合軽量盛土材を使用することにより、作業

軽量盛土工法の施工状況イメージ

要 効率に優れ、工期短縮及びコスト縮減と
なった。
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５ ．費用対効果（事業費変更）
②事業実施段階における道路交通騒音対策の追加

■道路交通騒音対策は、当初より「道路構造や沿道の土地利用等の地域の状況を勘案した上で、必要に応じて適切

な対策を実施」することとしていた。事業着手時は、当時の地域状況により遮音壁の設置を計画していたが、工事の

進捗に伴い、現況の土地利用等を勘案し再検討を行った（Ｈ２４）。

その結果 遮音壁高さ 設置範囲の変更や裏面吸音板の設置が必要とな た 【２６ ９億円増額】

遮音壁設置範囲

裏面吸音板設置範囲

その結果、遮音壁高さ・設置範囲の変更や裏面吸音板の設置が必要となった。 【２６．９億円増額】

高架部（上下線） 遮音壁高さ変更 H=1.0m⇒ H=4.0m

一般部（中央分離帯）遮音壁高さ変更

H=1.0m⇒ H=1.0m⇒H=3.0m H=3.0m

H=4.0m

H=5.0m

一般部（路肩部上下線）遮音壁設置範囲

8階

15階

5階

6階

2

１

3
4

H=1.0m H=1.5mH=2.0mH=1.5m

15階

9階 8階 5階
7階道路交通騒音対策の追加 ＋２６.９億円

遮音壁設置 ＋ ９.５億円
裏面吸音板設置 ＋１７.４億円

凡例
：評価上新たに
考慮すべき施設

：予測断面

遮音壁4.0m
遮音壁4.0m遮音壁1.0m 遮音壁1.0m

平成13年 当初計画 事業実施段階

遮音壁
1.0m

裏面吸音板

遮音壁
1.0m

遮音壁
1.0m

遮音壁
1.0m

遮音壁
3.0m 遮音壁

１.0m
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５ ．費用対効果（事業費変更）

出典：平成13年10月 環境影響評価書（東京都） 14



５ ．費用対効果（事業費変更）
③電線共同溝の設置

■事業着手時は、歩道整備と同時に道路管理者の管路敷設のみを整備する予定であった。
その後マンションの建設等といった沿道の概成に伴い占用企業者と協議を進め、平成２４年度に調整が整ったことか
ら、電線共同溝設置を追加することとした。 【１５ １億円増額】

③電線共同溝の設置

●電線共同溝のフロー

H20 H26 H27～H14 38 0
（単位：m）

再評価対象区間位置図

ら、電線共同溝設置を追加することとした。 【１５．１億円増額】

H25H24H21 ～

道
路
管
理
者

電

H20 H26 H27～H14

収
容
施
設
へ
の

38.0

7.0 7.0

電線共同溝

H25H24H21 ～

保
土
ヶ
谷
バ

地
中
化

収
容

占
用
企
業対

象

電
線
共
同
溝

設
計

本
体
工
事

電
線
管
理
者

関
係
機

の
入
溝

電線

7.0 7.0 4.04.0

電線電線共同溝 情報管路整備済

イ
パ
ス
Ⅱ
期
事
業
化

化
に
つ
い
て
協
議

容
施
設
の
協
議

業
者
と
調
整
が
完
了

象
路
線
決
定

再評価対象区間 Ｌ＝2.1㎞

機
関 電線

共同溝
電線

共同溝
断面①

電線共同溝
整備中

情報管路整備済 化

電線共同溝（上り・下り） L=４２００m

横浜町田IC
246

至 渋谷

国道 号

１

電線共同溝の追加

東名交差点入口

至 厚木

国道１６号 （整備延長L=４２００ｍ）
＋１５.１億円
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５ ．費用対効果（事業費変更）
■電線共同溝事業の費用負担

○電線共同溝本体の費用は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（第７条）に基づき、
電線管理者も応分の負担が必要。

■電線共同溝事業の費用負担

電線共同溝電線共同溝

地上機器・電線等 ※電線共同溝の建設負担金について（電線共同溝特別措置法 第七条）
電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、 電線共同溝の建設に
よって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の
費用を負担しなければならない。 16



■電線共同溝法のスキーム

５ ．費用対効果（事業費変更）

市町村
道路管理者

関係の電力・通信事業者、
都道府県公安委員会

無電柱化に関わるガイドライン
（６期・H21～H25）

地方ブロック無電柱化協議会

電線共同溝法 キ

H21

H21

地方ブロック無電柱化協議会

対象路線として決定
「東京都無電柱化推進計画」に位置付け

H21

地中化を図るべき道路 地中化を図るべき道路電線共同溝整備道路の指定

意見聴取
意見聴取

収容施設の協議H22 ～ H24
ここまで完了

地中化を図るべき道路 地中化を図るべき道路電線共同溝整備道路の指定

新たな上空占用の制限

要請

電力・通信事業者等

電線共同溝整備計画

※将来の占用者のための
占用部分を定めることも可能

電線の敷設計画 等
占用許可の申請

H26

電線共同溝の建設
（国の負担、補助）

電線共同溝の入溝
占用の許可 譲渡の承認

占用の許可

建設負担金

占用料

H27～

電線共同溝への事後入溝電線共同溝への事後入溝

（新規事業者） （新規事業者）

占用の許可

占用負担金

占用料 占用料

譲渡の承認
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５ ．費用対効果（事業費変更）
④公安委員会協議による施工時間、施工方法の見直し

■当初橋脚基礎工の施工については、１車線規制の昼間施工で、夜間休工時には大型重機を存置する計画であった。

現場近傍で左折車と歩行者の接触事故が発生したことから公安委員会との調整の結果、夜間施工に変更し昼間は

覆工板により５車線を確保する必要が生じた。このため作業ヤードが狭小となり、大型重機の存置ができなくなり、杭

④公安委員会協議 よる施 時間、施 方法の見直し

基礎施工方法の変更も生じた。 【８．２億円増額】

上り 事故発生

変更箇所

●増額の内訳

Ｐ 11
Ｐ 12Ｐ 13

Ｐ 10 Ｐ ９

東名入口交差点至 八王子 至 横浜

下り

上り

Ｐ ７Ｐ ８

事故発生

●増額の内訳

夜間施工変更に伴う増工 ＋３．１億円
路面覆工面積変更に伴う増工 ＋０．７億円
鋼管杭工法の変更 ＋４．４億円

工法変更箇所

P13 P9
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５ ．費用対効果（事業費変更）
■当 初 ■変 更

施工時（夜間）
1車線規制

昼間5車線確保
3500350035003500500

2750

3500

■覆工板の設置による昼間の５車線確保

終日
1車線規制

3500500

2750

3500350035003500

昼間4車線確保

覆工板設置仮歩道
4.0m

中央分離帯

3500

常設作業帯仮歩道
4.0m

3500350035003500

中央分離帯

車道部に覆工板設置

当初開口部としていた箇所に覆工板を設

常設作業帯の設置により
開口部として計画

当初開口部としていた箇所に覆工板を設

置し、夜間施工とすることにより、休工時
(昼間)は5車線確保。

現道５車線のうち１車線を終日規制し、

常設作業帯を設置することにより開口部から
の昼間作業にて計画。

■自転者・歩行者の安全確保

昼間は覆工板を設置

視距がとれない 昼間 昼間

基礎工施工範囲基礎工施工範囲

19
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■総便益（Ｂ）

５ ．費用対効果

■総便益（Ｂ）

道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれについて
推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。

■総費用（Ｃ）

【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。

■計算条件

・基準年次 ：平成25年度

当該事業 関わる建設費 維持管理費を計 。

：平成22年度

〔参考：前回評価(H22)〕

・供用開始年次 ：平成30年度

・分析対象期間 ：供用後50年間

：平成28年度

：供用後50年間

※本線高架部は平成２７年度

・基礎データ ：平成17年度道路交通センサス

・交通量の推計時点 ：平成42年度

・計画交通量 ：44 600（台/日）

：平成17年度道路交通センサス

：平成42年度

： 46 700（台/日）・計画交通量 ：44,600（台/日）

・事業費 ：約567億円

・総便益（Ｂ） ：約1,232億円(約2,921億円※)

： 46,700（台/日）

：約517億円

：約1,169億円(約3,151億円※)

･総費用(Ｃ) ：約627億円(約571億円※)

・費用便益比（Ｂ/Ｃ） ：２．０

：約533億円(約505億円※)

： ２．２
20※基準年次における現在価値化前を示す。



５ ．費用対効果

走行時間 走行経費 交通事故
総便益 費用便益比

経済的

■事業全体

便益(Ｂ) 短縮便益 減少便益 減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）
内部収益率

（EIRR）1,042億円 126億円 65億円 1,232億円

費用(Ｃ)
事業費 維持管理費 総費用

２ ０ ７ ３％費用(Ｃ) ２．０ ７．３％
616億円 12億円 627億円

■残事業

便益(Ｂ)

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

経済的

内部収益率

■残事業

（Ｂ／Ｃ）
（EIRR）1,042億円 126億円 65億円 1,232億円

費用(Ｃ)
事業費 維持管理費 総費用

１４．６ ８１．４％
73億円 12億円 84億円73億円 2億円 84億円

基準年：平成25年度
注1）便益・費用については、基準年における現在価値化後の値である。

注2）費用及び便益額は整数止めとする。

注3）費用及び便益の合計額は 表示桁数の関係で計算値と 致しないことがある注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

注4）便益の算定については、「将来交通需要推計手法の改善について【中間とりまとめ】」に示された

第二段階の改善を反映している。
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保 （ 期） 地 完

６ ．事業進捗の見込みの視点

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の用地取得は完了。

・平成14年度から用地着手。平成15年度から下部工工事に着手、平成18年度から上部工工事に着手。

・引き続き、橋梁工事や改良工事を推進する。

工事を進める上で新たな道路交通騒音対策の追加 電線共同溝の大幅追加により 供用開始時期を・工事を進める上で新たな道路交通騒音対策の追加、電線共同溝の大幅追加により、供用開始時期を

平成２８年度から平成３０年度に変更する。

■事業の計画から完成までの流れ （保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期））

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

都市計画

決定

年度

都市計画決定
供

事業化

路線測量

地質調査

設計

供

測量・調査・設計

事業化

用
開
始
年
次
（

本

設計・用地

説明

用地着手

14% 33% 45% 56% 79% 86% 94% 97% 99%

用地取得

完了

100%

供
用
開
始
年
次

設計・用地説明

用地

本
線
高
架
部
）

電線共同溝の追加
により2年遅延

前回

下部着手

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

上部着手

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

舗装

改良

舗装

今回

下部着手

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

上部着手

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

橋梁

改良

舗装

橋梁

改良

舗装

改良

電共

改良

電共

工事

電共 舗装

完成

※供用開始年次は、費用便益費算定上設定した年次である
※今後実施する上部工架設において、著しい渋滞が発生する場合については、

作業時間の短縮により、本線高架部において供用年次の遅延の可能性がある。

前回再評価 今回再評価

：前回から変更無し ：今回変更
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７ ．今後の対応方針（原案）
（1）事業の必要性等に関する視点
・国道16号の当該区間の損失時間は約707.4千人時間/年・kmであり、全国平均（約26.3千人時間/年・km）の約27倍。

・国道16号の当該区間の平均死傷事故率は、57.8件/億台・km（全国平均：102.0件/億台・km）。特に、東名入口交差
点の死傷事故率は、 208.7件/億台・kmであり、全国平均の約2倍。

（1）事業の必要性等に関する視点

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の整備により、国道16号の渋滞の緩和や国道16号の交通事故の削減が見込まれる 。

・国道16号沿線には大規模物流施設が立地し、機械系製造業が立地する東京多摩部と横浜港を有する横浜市との

物流流動も多い。保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の整備により、東京多摩部や横浜港、東名高速へのアクセス性も向上
し、 物流効率化が見込まれる。し、 物流効率化が見込まれる。

・保土ヶ谷バイパス（Ⅱ期）の用地取得は完了。
・平成14年度から用地着手 平成15年度から下部工工事に着手 平成18年度から上部工工事に着手

（2）事業進捗の見込みの視点

平成14年度から用地着手。平成15年度から下部工工事に着手、平成18年度から上部工工事に着手。
・引き続き、橋梁工事や改良工事を推進する。

首都東京 道路整備は 東京 最大 弱点 ある交通渋滞 解消 環境改善 利便性や防災性 向上 ならず

（3）都道府県・政令市からの意見
・首都東京の道路整備は、東京の最大の弱点である交通渋滞の解消、環境改善、利便性や防災性の向上のみならず、
我が国の経済を活性化させ、国際競争力を強化するためにも必要不可欠である。その中で、体系的な道路ネット
ワークの構築を図る国道の果たす役割は非常に大きい。

・国道１６号は、首都圏の都市間連携を強化するうえで重要な路線であるが、交通渋滞が慢性化している。保土ヶ谷
バイパス（Ⅱ期）の整備により 東名入口付近などにおける交通渋滞が緩和されるとともに 沿道環境の改善も図ら

事業継続とする

（4）対応方針（原案）

バイパス（Ⅱ期）の整備により、東名入口付近などにおける交通渋滞が緩和されるとともに、沿道環境の改善も図ら
れることから、引き続きコスト縮減を図りながら、早期完成に努められたい。

・事業継続とする。
・本事業は、交通混雑の緩和、交通安全の確保の観点から、事業の必要性・重要性は高く、早期の効果発現を図る

ことが適切である。
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